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青森県業務継続（ＢＣＰ）計画 新旧対照表 

 

現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

第１章 業務継続委計画の基本的な考え方 

第１節 業務継続計画とは 

業務継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）とは、災害時に

行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下に

おいて、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、

業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、

地震等による大規模災害発生時にあっても、適切な業務執行を行うことを

目的とした計画である。 

業務継続計画を策定し必要な措置を講じることにより、図-1に示すよう

に、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベル向上といった効果を

得て、図-2に示すような高いレベルでの業務継続を行える状況に改善する

ことが可能となる。なお、図-2 の業務レベル 100％超過分については、県

内外から広域的な人的・物的支援について定めた青森県県災害時受援計画

・応援計画により実効性を確保する。 

 

 

（以下、略） 

 

青森県の防災対策を定めた計画としては、災害対策基本法に基づいて策

定される青森県地域防災計画があり、これを補完して具体的な体制や手順

等を定めたものとしては、県災害対策本部運営マニュアル（共通編、統括

調整部編、各部編）等があるが、業務継続計画は、これらの計画等を補完

し、又は相まって、本県が被災し、資源制約が伴う条件下においても非常

時優先業務の実施を確保するものである。なお、地域防災計画と業務継続

計画の相違点は、表- 1 のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 業務継続委計画の基本的な考え方 

第１節 業務継続計画とは 

業務継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）とは、災害時に

行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下に

おいて、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、

業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、

地震等による大規模災害発生時にあっても、適切な業務執行を行うことを

目的とした計画である。 

業務継続計画を策定し必要な措置を講じることにより、図-1に示すよう

に、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベル向上といった効果を

得て、図-2に示すような高いレベルでの業務継続を行える状況に改善する

ことが可能となる。なお、図-2 の業務レベル 100％超過分については、県

内外から広域的な人的・物的支援について定めたより対応することとなる

ため、受援体制の充実を図る必要がある（青森県県災害時受援計画・応援

計画に基づき応援調整を行う（平成 30年 3月策定））。 

 

（以下、略） 

 

青森県の防災対策を定めた計画としては、災害対策基本法に基づいて策

定される青森県地域防災計画があり、これを補完して具体的な体制や手順

等を定めたものとしては、県災害対策本部運営マニュアル（共通編、統括

調整部編、各部編、各地方支部編、地方支部リエゾン編）等がある 

が、業務継続計画は、これらの計画等を補完し、又は相まって、本県が被

災し、資源制約が伴う条件下においても非常時優先業務の実施を確保する

ものである。なお、地域防災計画と業務継続計画の相違点は、表- 1 のと

おりである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受援体制に関する項目で

あるため、県災害時応援

計画についての記載を削

除。 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第２ 業務区分 

非常時優先業務の体系、業務内容は以下のとおりとする。 

 

（以下、略） 

 

県は、大規模な地震発災時にあっても、地域社会への重大な影響が発生

するまでに非常時優先業務を開始・再開することが求められる。業務開始

目標時間とは、非常時優先業務の開始・再開の目標とする時期であるが、

ここでの「開始・再開」とは単に一部に着手することを意味するのではな

く、一定程度の業務が実施される状態を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務区分 

非常時優先業務の体系、業務内容は以下のとおりとする。 

 

（以下、略） 

 

県は、大規模な地震発災生時にあっても、地域社会への重大な影響が発

生するまでに非常時優先業務を開始・再開することが求められる。業務開

始目標時間とは、非常時優先業務の開始・再開の目標とする時期であるが

、ここでの「開始・再開」とは単に一部に着手することを意味するのでは

なく、一定程度の業務が実施される状態を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第３節 災害時応急体制 

地震災害時には、「青森県地域防災計画」、「青森県災害対策本部条例」「青

森県災害対策本部に関する規則」、及び「青森県災害対策本部の班に関する

規程」等で定められた体制により、災害対策に係る業務（災害応急対策、

災害復旧対策）の実施を図る。 

なお、本計画で想定する「太平洋側海溝型地震」「内陸直下型地震」「日

本海側海溝型地震」では、県内の想定震度は震度６弱以上が観測されるこ

とが想定されており、この場合、県災害対策本部を設置する。 

 

第１ 災害対策本部の設置（非常態勢３号） 

表- 3 の基準に該当する災害が発生した場合、もしくは基準に該当す

る災害が発生し知事が必要と認める場合に県災害対策本部が設置される

とともに、地域県民局の管轄区域ごとに本部の事務を分掌させるため必

要に応じ支部を置き、地域県民局長をその支部長として充てる。また、

災害が局地的である場合等には、必要に応じ現地災害対策本部を置き、

副本部長または本部員のうちから本部長が指名する者を現地災害対策本

部長として充てることができる。この場合、支部は現地災害対策本部長

の指揮下に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 災害時応急体制態勢 

地震災害時には、「青森県地域防災計画」、「青森県災害対策本部条例」「青

森県災害対策本部に関する規則」、及び「青森県災害対策本部の班に関する

規程」等で定められた体制により、災害対策に係る業務（災害応急対策、

災害復旧対策）の実施を図る。 

なお、本計画で想定する「太平洋側海溝型地震」「内陸直下型地震」「日

本海側海溝型地震」では、県内の想定震度は震度６弱以上が観測されるこ

とが想定されており、この場合、県災害対策本部を設置する。 

 

第１ 災害対策本部の設置（非常態勢３号） 

表- 3-1 の基準に該当する災害が発生した場合、もしくは基準に該当

する災害が発生し知事が必要と認める場合に県災害対策本部が設置され

るとともに、地域県民局の管轄区域ごとに本部の事務を分掌させるため

必要に応じ支部を置き、地域県民局長をその支部長として充てる。また、

災害が局地的である場合等には、必要に応じ現地災害対策本部を置き、

副本部長または本部員のうちから本部長が指名する者を現地災害対策本

部長として充てることができる。この場合、支部は現地災害対策本部長

の指揮下に入る。 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県災害対策本部等の設置

基準の図を追加 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第３章 被害想定別の非常時優先業務の選定 

第１節 太平洋側海溝型地震における非常時優先業務の選定 

太平洋側海溝型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を

検討し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

第３章 被害想定別の非常時優先業務の選定 

第１節 太平洋側海溝型地震における非常時優先業務の選定 

太平洋側海溝型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を

検討し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 
 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

過去の災害対応等の経験

を踏まえ、非常時優先業

務の開始目標時間を変更 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第２節 日本海側海溝型地震における非常時優先業務の選定 

日本海側海溝型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を

検討し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 日本海側海溝型地震における非常時優先業務の選定 

日本海側海溝型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を

検討し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

過去の災害対応等の経験

を踏まえ、非常時優先業

務の開始目標時間を変更 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第３節 内陸直下型地震における非常時優先業務の選定 

内陸直下型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を検討

し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 内陸直下型地震における非常時優先業務の選定 

内陸直下型地震発災時の被災シナリオを基に、ＢＣＰの前提条件を検討

し、実施すべき非常時優先業務を選定した。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

過去の災害対応等の経験

を踏まえ、非常時優先業

務の開始目標時間を変更 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第４章 業務継続に必要な資源の確保 

 

本章では、地震災害時に非常時優先業務の継続あるいは早期再開を実現

するため、業務継続に必要な業務資源・環境（人的資源、物的資源・情報

資源）について整理する。 

 

 

第１節 人的資源 

業務継続に必要な人的資源について、①職員の確保状況（現状）及び②

災害時の需要を分析することで、災害時における業務継続可能性を検証し、

③職員の確保を図る。なお、指揮命令系統、安否確認及び参集方法につい

ては県災害対策本部運営マニュアルに定める。また、不足する職員の確保

については、青森県災害時受援計画・応援計画に定める。 

 

第１ 参集職員の推計の考え方 

前提とする地震において、強い揺れによる街区の被害や津波による

広域被害が予想される地域では、職員本人及びその家族の被災、救出

・救助への従事、交通手段の途絶等の理由から、登庁の遅れ、あるい

は登庁できない職員など、「参集職員は限定される」地域では、次の参

集条件により参集可能職員数を算出した。 

 

＜参集条件＞ 

 ・発災から３日間は、交通手段の途絶により、登庁可能な職員は 20km

圏内の居住者のみとし、交通手段の復旧は４日目以降とする。 

 ・発災直後は被災や救出・救助への従事等により登庁できない職員も

いるが、時間経過とともに、ほとんどの職員が参集可能となる。 

 ・ただし、職員自身の被災を見込み、最終的な参集率は 98%として想

定する。 

 

 

（以下、略） 

 

第４章 業務継続に必要な資源の確保 

 

本章では、地震災害時に非常時優先業務の継続あるいは早期再開を実現

するため、業務継続に必要な業務資源・環境（人的資源、物的資源・情報

資源）について整理する。 

 

 

第１節 人的資源 

業務継続に必要な人的資源について、①職員の確保状況（現状）及び②

災害時の需要を分析することで、災害時における業務継続可能性を検証し、

③職員の確保を図る。なお、指揮命令系統、安否確認及び参集方法につい

ては県災害対策本部運営マニュアルに定めるよることとする。また、不足

する職員の確保については、青森県災害時受援計画・応援計画に定めるよ

ることとする。 

 

第１ 参集職員の推計の考え方 

前提とする地震において、強い揺れによる街区の被害や津波による

広域被害が予想される地域では、職員本人及びその家族の被災、救出

・救助への従事、交通手段の途絶等の理由から、登庁の遅れ、あるい

は登庁できない職員など、「参集職員は限定される」地域では、次の参

集条件により参集可能職員数を算出した。 

 

＜参集条件＞ 

 ・発災から３日間は、交通手段の途絶により、登庁可能な職員は 20km

圏内の居住者のみとし、交通手段の復旧は４日目以降とする。 

 ・発災直後は被災や救出・救助への従事等により登庁できない職員も

いるが、時間経過とともに、ほとんどの職員が参集可能となる。 

 ・ただし、職員自身の被災を見込み、最終的な参集率は 98%として想

定する。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第２ 必要職員数と参集職員数の比較  

非常時優先業務の実施時期別に、必要な職員数を整理した。 

また、３つのケースそれぞれで、参集職員数を整理し、業務継続に必要

な職員数と比較した。 

なお、発災直後から概ね三日間は、被害状況の早期把握や迅速な災害対

策本部会議対応等のため、24時間体制で業務を行うことを踏まえた必要職

員数を設定した。 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 必要職員数と参集職員数の比較  

非常時優先業務の実施時期別に、必要な職員数を整理した。 

また、３つのケースそれぞれで、参集職員数を整理し、業務継続に必要

な職員数と比較した。 

なお、発災直後から概ね三日間は、被害状況の早期把握や迅速な災害対

策本部会議対応等のため、24時間体制態勢で業務を行うことを踏まえた必

要職員数を設定した。 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第３ 職員の確保 

災害時においても、非常時優先業務の実施に必要な職員を確保する

ために必要な考え方を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 職員の確保 

災害時においても、非常時優先業務の実施に必要な職員を確保する

ために必要な考え方を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、図-5の必要職員数と参集職員の比較や、非常時優先業務に必要な

職員を確保するための考え方については、想定地震３ケースについて、そ

れぞれ最も悪い条件で業務継続体制を検討したものであるが、複合災害や

行事期間中の発災など特定の状況については、必要職員数の集計から一部

除外している。発災時の条件が想定と大きく異なる場合は、弾力的な本計

画の運用のもと、職員の配置、被災地への支援手段について判断し、災害

対応を実施する必要がある。 

 

第４ 指揮命令系統の確立 

大規模地震等発生時においても業務継続を適切に行うためには、必要資

源の確保等とともに指揮命令系統の確立も重要となる。このため、各業務

に関する意思決定が迅速・確実に伝わるとともに、意思決定者には様々な

報告の中で重要な情報が適切に伝わるよう指揮命令系統を確立する。 

また、責任者が不在の場合も必要な意思決定がなされるように、意思決

定者の職務の代行や継承についてあらかじめ定めておく。 

（１）災害対策本部 

災害対策本部態勢における配備決定者、態勢責任者及び代行予定者につ

いては、地域防災計画に定めるところによる。 

なお、意思決定者が不在の場合には、青森県専決代決規程に定める代行

順位により、遅滞なく代行権者が職務を代行する。 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、図-5の必要職員数と参集職員の比較や、非常時優先業務に必要な

職員を確保するための考え方については、想定地震３ケースについて、そ

れぞれ最も悪い条件で業務継続体制を検討したものであるが、複合災害や

行事期間中の発災など特定の状況については、必要職員数の集計から一部

除外している。発災時の条件が想定と大きく異なる場合は、弾力的な本計

画の運用のもと、職員の配置、被災地への支援手段について判断し、災害

対応を実施する必要がある。 

 

第４ 指揮命令系統の確立 

大規模地震等発生時においても業務継続を適切に行う継続するために

は、必要資源の確保等とともに指揮命令系統の確立も重要となる。このた

め、各業務に関する意思決定が迅速・確実に伝わるとともに、意思決定者

には様々な報告の中で重要な情報が適切に伝わるよう指揮命令系統を確立

する。 

また、責任者が不在の場合も必要な意思決定がなされるように、意思決

定者の職務の代行や継承についてあらかじめ定めておく。 

（１）災害対策本部 

災害対策本部態勢における配備決定者、態勢責任者及び代行予定者につ

いては、地域防災計画に定めるところによる。 

なお、意思決定者が不在の場合には、青森県専決代決規程に定める代行

順位により、遅滞なく代行権者が職務を代行する。 

 

（以下、略） 

 

 

受援体制の充実について

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第２節 物的資源・情報資源 

業務継続に必要な物的資源・情報資源について、①必要資源の確保状況

（現状）及び②災害時の需要（業務資源の需要）を分析することで、災害

時における業務継続可能性を検証し、③業務資源の確保を図る。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 物的資源・情報資源 

業務継続に必要な物的資源・情報資源について、①必要資源の確保状況

（現状）及び②災害時の需要（業務資源の需要）を分析することで、災害

時における業務継続可能性を検証し、③業務資源の確保（対策）を図る。 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災対本部設置予備庁舎（

県総合社会教育センター

）について追記 

 

八戸合同庁舎の整備につ

いて追記 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北棟地下に配備されてい

る非常用電源の浸水対策

について記載 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水対策について追記 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災情報ネットワーク

と県総合防災情報システ

ムに関する記述を整理 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

図- 7 青森県防災情報ネットワーク構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 7 青森県防災情報ネットワーク構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災情報ネットワーク

構成図を最新版に更新 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第５ 情報システム 

 
 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 情報システム 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

文言追記・修正 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第６ 執務環境等 

 

（以下、略） 

 

３ 飲料水・食料、消耗品、燃料、その他 

 

（以下、略） 

 
 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 執務環境等 

 

（以下、略） 

 

３ 飲料水・食料、消耗品、燃料、その他 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各所属における職員用備

蓄に係る文言を追記 
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現             行 変      更      案 変更理由 

 

第５章 今後の取組み 

第１節 計画的な対策の実施 

第１ 対策実施計画 

非常時優先業務に必要な資源を分析し、適時・的確に非常時優先業務を

開始できるよう、業務継続に向けた対策を計画的に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （以下、略） 

 

 

第５章 今後の取組み 

第１節 計画的な対策の実施 

第１ 対策実施計画 

非常時優先業務に必要な資源を分析し、適時・的確に非常時優先業務を開

始できるよう、業務継続に向けた対策を計画的に実施していく。 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援に関する文言を削除 
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現             行 変      更      案 変更理由 

第２ 指揮命令系統の確立 

 

 

 

（以下、略） 

第２ 指揮命令系統の確立 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 


